
平成29年（2017年）4月1日

毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所（豊洲2―2―18豊洲シビックセンター3階）の窓口時間を午後７時まで
延長しています。取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。
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保
険
料
納
入
通
知
書
は
６
月
中
旬
に
発
送

国
民
健
康
保
険
料
を
改
定

10
月
1
日（
日
）か
ら
新
し
い
券
に
切
り
替
え

事
業
系
有
料
ご
み
処
理
券
の
料
金
改
定

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

軽
減
基
準
を
改
定

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

軽
減
基
準
を
改
定

決
定
通
知
書
等
は
7
月
中
旬
に
発
送

決
定
通
知
書
等
は
7
月
中
旬
に
発
送

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
被

保
険
者
す
べ
て
の
方
が
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」と
、
被
保
険
者
の
前
年

の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得

割
額
」
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
軽
減
基
準
が
改
定
さ
れ
ま

し
た
（
表
1
・
表
2
）。

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と

な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
会
社
の
健
康

保
険
な
ど
（
国
保
・
国
保
組
合
は
除

く
）
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
均

等
割
額
が
9
割
減
額
と
な
り
、
所
得

割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

平
成
29
年
度
か
ら
表
3
の
と
お
り
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

※
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
に
被
扶

養
者
軽
減
の
対
象
と
な
っ
た
方
の
均

等
割
額
は
、
平
成
29
年
度
は
7
割
軽

減
、
平
成
30
年
度
は
5
割
軽
減
と
な

り
、
平
成
31
年
度
以
降
は
被
扶
養
者

軽
減
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
被
扶
養
者
軽
減
の
対
象
と
な
っ
た

方
の
所
得
割
額
は
、
平
成
29
年
度
ま

で
は
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
賦
課
の

開
始
時
期
に
つ
い
て
今
後
検
討
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法
等
の
詳
細
は
、

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
発
行
し
て
い
る
「
東
京
い
き
い
き

通
信
」
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
29
年
度
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
等
は
7
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。
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高
齢
者
の
安
心
し
た
暮
ら
し
を
サ
ポ
ー
ト

今
日
か
ら
、
新
年
度
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
気
候
も
暖
か
く
な
り
人

々
の
気
持
ち
も
浮
き
立
つ
時
期
で
す
。

本
区
は
、
先
月
15
日
に
区
制
施
行
70

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
歴
史
と
伝
統
、

先
進
性
が
共
存
す
る
魅
力
あ
ふ
れ
る

50
万
人
都
市
の
さ
ら
な
る
発
展
に
全

力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

さ
て
、
国
の
総
人
口
に
占
め
る
65

歳
以
上
の
高
齢
者
割
合
は
、
世
界
で

も
類
を
見
な
い
高
齢
化
進
行
の
早
さ

で
、
現
在
は
27
％
台
に
達
し
過
去
最

高
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
都
市

部
を
中
心
に
75
歳
以
上
の
高
齢
者
が

急
増
す
る
と
と
も
に
単
身
や
夫
婦
の

み
の
高
齢
者
世
帯
、
認
知
症
高
齢
者

が
増
加
す
る
こ
と
も
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

50
万
人
口
の
本
区
で
は
、
65
歳
以

上
の
人
口
が
現
在
11
万
人
に
迫
り
、

急
速
に
進
む
高
齢
社
会
へ
の
対
策
は

待
っ
た
な
し
で
す
。
区
で
は
、
高
齢

者
に
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
や
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
、
日
常
生
活

支
援
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
く
れ
る

「
長
寿
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」を
4
月

か
ら
21
か
所
に
拡
充
し
て
機
能
強
化

を
図
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、高
齢
者
5
、0
0
0
人
に

対
し
て
1
セ
ン
タ
ー
を
配
置
す
る
、

23
区
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
相
談
支

援
体
制
と
な
り
ま
す
。
誰
も
が
住
み

慣
れ
た
地
域
で
、
い
つ
ま
で
も
安
心

し
て
暮
ら
し
続
け
た
い
と
い
う
思
い

は
共
通
で
す
。
団
塊
の
世
代
が
75
歳

以
上
と
な
る
2
0
2
5
年
を
見
据
え
、

包
括
的
な
支
援
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
き
る「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」

の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
長
寿
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
体
制
を
早
期
に
確

立
し
ま
し
た
。

超
高
齢
社
会
の
入
り
口
に
差
し
か

か
っ
た
今
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
進
め
つ
つ
、
地

域
ぐ
る
み
で
高
齢
者
を
支
え
る
体
制

を
つ
く
り
、
誰
も
が
自
立
し
て
自
分

ら
し
く
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
江
東
区

を
目
指
し
ま
す
。

事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄

物
は
、
事
業
者
自
ら
の
責
任
で
適
正

に
処
理
す
る
こ
と
が
法
律
で
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
日
量
平
均

50
㎏
未
満
の
排
出
事
業
者
は
、
事
業

系
有
料
ご
み
処
理
券
を
貼
付
す
る
こ

と
で
区
の
集
積
所
に
排
出
で
き
ま
す
。

現
行
の
手
数
料
と
実
際
の
廃
棄
物
処

理
に
か
か
る
費
用
と
の
差
を
解
消
す

る
た
め
、
10
月
1
日
（
日
）
に
廃
棄

物
処
理
手
数
料
を
表
1
の
と
お
り
改

定
し
ま
す
。
事
業
系
有
料
ご
み
処
理

券
の
料
金
も
表
2
の
と
お
り
改
定
し

ま
す
。

購
入
済
の
ご
み
処
理
券
の
取
扱
い

現
在
、
発
行
し
て
い
る
事
業
系
有

料
ご
み
処
理
券
は
、
9
月
30
日（
土
）

を
も
っ
て
販
売
を
終
了
し
ま
す
。
な

お
、
使
用
期
限
は
、
10
月
31
日（
火
）

で
す
。
期
限
ま
で
に
使
用
で
き
な
か

っ
た
ご
み
処
理
券
は
、
差
額
を
納
入

す
る
こ
と
で
同
券
種
の
新
券
と
交
換

で
き
ま
す
。
今
後
、
ご
み
処
理
券
を

購
入
す
る
際
は
、
期
限
ま
で
に
使
い

切
れ
る
数
量
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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平
成
29
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

率
（
均
等
割
額
・
所
得
割
率
）
等
が

下
表
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

保
険
料
は
、
世
帯
ご
と
の
加
入
者

数
と
所
得
額
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
算
出

し
た
医
療
分（
基
礎
分
）、
支
援
金
分

（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
）、
介
護

分
（
介
護
納
付
金
分
）
の
各
区
分
を

合
わ
せ
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
総
所
得
金
額
等
が
基
準
以

下
と
な
る
世
帯
が
対
象
の
保
険
料
均

等
割
額
の
減
額
に
つ
い
て
も
、
減
額

基
準
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

保
険
料
の
計
算
方
法
、
均
等
割
額

の
減
額
基
準
な
ど
、
詳
細
は
4
月
中

旬
に
国
保
加
入
世
帯
に
お
送
り
す
る

「
国
保
だ
よ
り
」
お
よ
び
小
冊
子
「
み

ん
な
で
守
ろ
う
わ
た
し
た
ち
の
国

保
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
29
年
度
の
保
険
料
通
知
は
、

6
月
中
旬
に
世
帯
主
あ
て
に
お
送
り

し
ま
す
。
な
お
、
納
付
方
法
は
2
種

類
あ
り
ま
す
。

﹇
普
通
徴
収
﹈

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
等
に
よ

る
納
付
方
法
で
す
。
年
間
保
険
料
を

6
月
期
〜
翌
年
3
月
期
ま
で
の
10
回

に
割
り
振
り
、
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

﹇
特
別
徴
収
﹈

年
金
か
ら
保
険
料
を
差
し
引
く
納

付
方
法
で
す
。
4
・
6
・
8
月
に
仮

徴
収
（
※
）
と
し
て
納
め
て
い
た
だ

い
た
後
、
年
間
保
険
料
か
ら
仮
徴
収

額
を
除
い
た
残
り
を
10
・
12
・
2
月

の
本
徴
収
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
前
年
度
か
ら
引
き
続
き
特
別
徴
収

の
方
は
、
平
成
29
年
2
月
に
年
金
か

ら
納
め
た
額
と
同
額
を
仮
徴
収
と
し

て
各
月
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

4
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
る
方
は
、
前
年
度
の
年
間
保

険
料
額
を
参
考
に
、
仮
に
算
定
し
た

金
額
を
仮
徴
収
と
し
て
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
事
前
に

仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し

ま
す
。

非
自
発
的
失
業
者
の
方
の

保
険
料
を
届
出
に
よ
り
軽
減

企
業
の
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
、

本
人
の
意
思
な
く
失
業
さ
れ
た
国
保

加
入
者
の
保
険
料
の
負
担
軽
減
の
た

め
、
前
年
の
給
与
所
得
を
1
0
0
分

の
30
と
し
て
保
険
料
を
算
定
す
る
軽

減
措
置
を
行
い
ま
す
。

人
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
「
11
、
12
、
21
、

22
、
23
、
31
、
32
、
33
、
34
」
の
い

ず
れ
か
で
、
離
職
時
の
年
齢
が
65
歳

未
満
の
方
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表1 所得割額の軽減
軽減割合

旧
100%
75%
50%

※1前年の総所得金額および山林所得金額、株
式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計から
基礎控除額33万円を控除した額です（ただ
し、雑損失の繰越控除額は控除しません）。

※2東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減
措置です。

※3平成30年度以降、廃止予定です。それに伴
い、15万円以下、20万円以下についても見
直しが予定されています。

新
70%
45%
20%

賦課のもととなる所得金額※1

15万円以下※2
20万円以下※2
58万円以下※3

表2 均等割額の軽減

軽減割合

9割
8．5割

5割

2割

※同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等
を合計した額をもとに軽減されます。
※65歳以上（平成29年1/1時点）の方の公的年金所得は、さらに15万円（高齢
者特別控除額）を差し引いた額で判定します。
※軽減判定は、当該年度の4/1（新たに制度の対象となった方は資格取得時）
における世帯状況により行います。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
旧

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下（その他の所得がない）
33万円以下で9割軽減の基準に該当しない

33万円＋（26．5万円×被
保険者の数）以下
33万円＋（48万円×被
保険者の数）以下

新

33万円＋（27万円×被
保険者の数）以下
33万円＋（49万円×被
保険者の数）以下

表3 被扶養者だった方の軽減※1
軽減割合

所得割額
100%
100%

※2

※1低所得による均等割額の軽減に該当する場
合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※2所得割額の軽減割合は、今後見直しが予定
されています。

均等割額
9割
7割
5割

加入から2年を経
過する月まで5割

対象年度

平成28年度
平成29年度
平成30年度

平成31年度以降

表2 事業系有料ごみ処理券
差額

245円

320円

140円

70円

改定料金

2，660円

3，420円

1，520円

760円

現行料金

2，415円

3，100円

1，380円

690円

券種

70L券（1セット5枚）

45L券（1セット10枚）

20L券（1セット10枚）

10L券（1セット10枚）

表1 廃棄物処理手数料
改定料金

40円/㎏

現行料金

36．5円/㎏

平成29年度 国民健康保険料額
①～③の均等割額と所得割額（所得割率を用いて算定）の合計額が平成29年度の年間保険料額です。

③介護分
（40～64歳の加入者）

15，600円/人
（前年度から900円増）

1．54％
（前年度から0．06ポイント増）

160，000円
（前年度と同額）

②支援金分
（加入者全員）

11，100円/人
（前年度から300円増）

1．96％
（前年度から0．06ポイント減）

190，000円
（前年度と同額）

①医療分
（加入者全員）

38，400円/人
（前年度から3，000円増）

7．47％
（前年度から0．61ポイント増）

540，000円
（前年度と同額）

均等割額

所得割率

年間限度額


